
【まむしに噛まれないためには】

　・まむしが生息しているような場所の近くでは、

　　裸足やサンダルでは歩かない。皮膚を露出す

　　るような服装は避ける。

　・まむしをはじめとする毒蛇は、石や朽木の下、

　　穴の中に潜んでいることが多い。（昆虫採集

　　などの際、このような場所に手足をいきなり

　　入れるのは大変に危険）

　・山道を歩いている場合、藪(やぶ)の中に入っ

　　ていくようなことはなるべくしない。

　・蛇を見つけても、足で踏んだりつかんだりし

　　ないで蛇が逃げ去るまで待つようにする。（蛇

　　の攻撃できる範囲は限られており、標準的な

　　まむしの場合約50センチ）

　・死んでいるように見える蛇であっても、いき

　　なり手でつかむようなことはしない。

【噛まれてしまった場合】

　・あわてず、安静にする（まむしの毒はまわり

　　が遅いのですぐに死亡するようなことはない。

　　医療機関まで自力で歩かなければならない場

　　合でも走ったりせず、ゆっくり歩いて移動する）

　・毒の広がりを防ぐ意味で、噛まれた個所10～

　　20センチ心臓よりの部分に止血帯を巻く（止

　　血を目的とするのであまりきつく締めすぎな

　　いようにし、静脈が軽く浮き出る程度に）

　・傷口を洗い、安静を保ちながら医療機関へ運ぶ。

【噛まれた場合の症状】

　・局所症状：噛まれた直後～数分後に激しい痛

　　みが現れ、大きく腫れる。腫れは体の中心部

　　に向かって広がっていく。噛まれた部分の暗

　　紫赤色化と出血斑。筋壊死。リンパ節の腫れ。

　・全身症状：吐き気、嘔吐、頭痛、発熱、下痢、

　　視力の低下、しびれ、運動障害、血圧低下、

　　意識障害、腎不全、溶血等

　※以前まむしに噛まれたことがあれば必ず医師

　　に伝えること。

【まむし血清についての市内医療機関お問い合わせ先】

　　金子病院　　　　　　　　　　　 ☎33-0011

　　ふくもと整形外科・内科クリニック　☎32-4145

　　和田外科医院　　　　　　　　　 ☎32-4185

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(50音順)

　※必ず事前に連絡をしてから受診してください。

　メタボリックシンドロームという言葉にドキッ
とする方、最近ちょっとお腹周りが気になってき
たという方に必見！！
　健康運動指導士の中村美奈子先生が、個人のペ
ースにあった運動を紹介します。ぜひ、ご参加く
ださい。
○日時・内容

全４回コースになります。
○場　　所　串木野健康増進センター
○対 象 者　いちき串木野市内に居住の
　　　　　　30歳～64歳までの方で運動が可能な方
○募集人員　先着25人
○参 加 料　無料
○申込締切　６月21日(月)
○申 込 み　健康増進課保険給付係まで電話で申
　　　　　　し込みください。
※持病のある方は、主治医に相談のうえ申し込みください。

○受講対象者　小規模多機能型居宅介護事業所の計 
　　　　　　画作成担当者に就こうとする方であ
　　　　　　って、認知症介護実践者研修（旧基
　　　　　　礎課程を含む）を修了している方
○研修日程  ７月22日(木)～23日(金)
○研修会場　県社会福祉センター６階研修室
　　　　　　(鹿児島市鴨池新町１番７号)
○受 講 料　8,000円（交通費等は受講者負担）
○申込方法　申込書に必要書類を添えて、健康増
　　　　　　進課介護保険係（串木野庁舎）へ申
　　　　　　し込みください。
○申込期限　６月18日(金)必着
※申込書は、健康増進課に準備してあります。必
　要書類など詳しい内容については、健康増進課
　介護保険係（串木野庁舎）へ電話でお問い合わ
　せください。

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
の実施について

まむしに噛まれた際の応急処置について 減る脂エクササイズ教室の参加者募集

内臓脂肪燃焼エクササイズ
・内臓脂肪燃焼に効果的な運動

栄養指導講話と簡単筋トレ
・内臓脂肪を減らす食生活のポイント
・簡単筋力トレーニング

ウオーキングと簡単筋トレ
・ウオーキング指導
・リンパマッサージ

有酸素運動と簡単筋トレ
・運動の復習

　　　　　日　時　　 　　　　　　内　容

７月１日（木）
19:00～
　　　21:00

７月８日（木）
19:00～
　　　21:00

７月15日（木）
19:00～
　　　21:00

７月22日（木）
19:00～
　　　21:00
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○日　  時  ６月21日(月)  ９：45～12：00
○場　  所  串木野健康増進センター
○対 象 者  生後２か月～10か月児とその母親
○参 加 料  無料
○持ってくるもの  バスタオル・飲み物
○申 込 み  ６月18日(金)までに串木野健康増進センターへ
　　　　　　※託児あり（要予約・飲み物持参）
○問 合 せ  串木野健康増進センター
　　　  　　子育て支援センター（☎33-0192）

　絶滅の危機にあるウミガメの保護監視活動に同
行し、ウミガメに出会えたときの感動と、自然保
護の大切さを体験してみませんか。
○対　  象　小・中学生等(原則として保護者同伴)
○期　　間　６月11日(金)～７月10日(土)
　　　　　　(期間中の金曜日・土曜日に実施。
　　　　　　　雨天時中止)
○時　　間　午後８時30分～午後９時30分頃まで
○場　　所　照島海岸
○定　　員　１日につき５～６人
○活動内容　監視員と一緒に砂浜を徒歩でパトロ
　　　　　　ール
○集合場所　照島コミュニティセンター駐車場
○参加条件　集合場所まで保護者による送迎
○参 加 料　無料
○申込期限　希望日の数日前まで（当日は不可）
○申込・問合せ　 いちき串木野市シルバー人材センター
　　　　　　☎32-9000・FAX33-2266

　人事院九州事務局と熊本国税局では、国家公務
員採用Ⅲ種（税務）試験の受験者を募集しています。
　国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験に合格し採用
されますと、全員が税務大学校に入校し、１年間、
税務職員として必要な専門知識を修得するための
研修を受けることになっています。
　その後、税務署に配属され、国税の仕事に従事
することになります。
　なお、募集要項は、次のとおりです。
○受 験 資 格　平成元年４月２日から平成５年４
　　　　　　　月１日までに生まれた方（学歴は
　　　　　　　問いません）
○試験の程度　高校卒業程度
○受 付 期 間　６月22日(火)から29日(火)まで
　　　　　　　(通信日付印有効)
○第１次試験　９月５日(日)
○申 込 用 紙　最寄りの税務署に備え付けていま
　　　　　　　す。詳しくは、次のところへお問
　　　　　　　い合わせください。
　伊集院税務署(☎099-273-2541)※自動音声案内

　ハンセン病問題に対する理解の促進を図るため
に、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週
間」を定めています。
　誤った隔離政策によって、長い間、偏見や差別
に苦しめられたハンセン病であった方々等が、平
穏に安心して生活できる地域を創るために、一人
ひとりがハンセン病問題とは何かを正しく理解す
ることが大切です。
○ハンセン病問題を正しく理解する週間
　　６月20日(日)～26日(土)
○ハンセン病問題に関する知識
・国の隔離政策などにより、ハンセン病は怖い病
　気という誤った考えが定着し、そのことが様々
　な偏見・差別や人権侵害を引き起こしましたが、
　ハンセン病であった方々等は、今も根強く残る
　偏見・差別に苦しんでおられます。
・ハンセン病は、らい菌によっておこる感染症で、
　遺伝病ではありません。また、早期発見と早期
　治療により、短期間で治癒する病気です。
・日本には感染源になるものはほとんどありません。
・元患者であった方々の身体の変形は後遺症です。

○開催予定日　７月25日(日)(予定)
○募集内容　①アトラクションの部(13：30～17：30)
          　②市中流しの部      (18：00～19：30)
              ※時間は予定となります。
○記入事項  ・参加したい部門
　　　　　　・参加団体名     ・参加人数  
            ・責任者及び連絡先(電話番号)
○募集締切  ７月１日(木)まで
○申 込 み　串木野さのさ祭り実行委員会事務局
　　　　　　　(商工観光課内)
※少人数からの申し込みも受け付けますので、ぜ
　ひご参加ください。

　串木野生活学校では「ＥＭボカシづくり」等を
次のとおり行います。
　皆さんの多数のご参加をお待ちしています。
○日時　６月９日(水)　９：30～11：30
○場所　市民文化センター（ロビー）
○内容　ＥＭボカシづくり
　　　　ボカシを使っての生ゴミ処理の仕方
　　　　米のとぎ汁発酵液づくりとその使い方
　　　　ＥＭの活用についての講話と質疑応答
※参加料は無料で、参加される方は、当日、直接
　会場へおこしください。
※詳しくは社会教育課へお問い合わせください。



○対　象　市内に居住または勤務している女性を
　　　　　優先し、男性の方も受講できます。　
○受講料　無料(ただし材料費実費負担)
○申込み　６月26日(土)までに、来館または電話
　　　　　で働く女性の家へ申し込みください。
　　　　　(※定員になり次第締切)
○託　児　受講時間内の託児をします。
　　　　　(満２歳以上～未就学児)希望される方
　　　　　は、事前に申し込みください。

　総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）
では、現在地上アナログ放送をご覧の皆様を対象
に、地デジ相談会及び地デジを体験できる説明会
を次の日程で開催します。事前の申し込みは必要
ありません。
　お気軽にご参加ください。
○日程
【６月22日(火)】
　相談会　10:00～16:00　市役所串木野庁舎(ロビー)
　説明会　14:00～15:00　　　〃　　(地下大会議室)
【６月23日(水)】
　相談会　10:00～16:00　市役所市来庁舎(ロビー)
　説明会　14:00～15:00　　　〃　　　(第三会議室)
　※「住んでいる地域は地デジが映るのか？」「地
　　　デジはどうしたら観られるのか？」など様々
　　　な疑問にお答えします。
○問合せ
　総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ鹿児島）
　　　　　　　　　　　　　　　☎099-812-8001

〇期　　日　６月27日(日)　９時開会式
〇場　　所　串木野体育センター
〇参加資格　市内に居住または通学する中・高・大学生
　　　　　　市内に居住または通勤する社会人
〇参 加 料　個人戦：中学生　　　　500円
　　　　　　　　　　高校・大学生　600円
　　　　　　　　　　社会人　　　　700円
　　　　　　（当日会場にて徴収）
〇申込方法　６月23日(水)までに市卓球連盟事務局へ
　　　　　　（税務課　今村　☎33-5616）
※組合せは、クラス別（Ａ級・Ｂ級・初心者）で
　行いますが、申込者数によりクラスが変更にな
　る場合があります。

【消防設備士試験】
○試 験 日　８月１日(日)
○試験会場　鹿児島市：鹿児島県庁ほか２会場
　　　　　　奄 美 市：大島地区消防組合　
○試験の種類　全種類
○受付期間　・電子申請
　　　　　　　　６月19日(土)～６月28日(月)
　　　　　　・書面申請
　　　　　　　　６月22日(火)～７月１日(木)
　　　　　　※書面申請については、土・日を除く
○受付場所　㈶消防試験研究センター鹿児島県支部
　　　　　　〒890-0067 鹿児島市真砂本町51-22
　　　　　　南国ショッピングセンタービル２階
　　　　　　(☎099-213-4577)
【準備講習会】
○日　　時　７月６日(火)・７日(水)
　　　　　　９：10～17：00
○講習会場　鹿児島市かごしま県民交流センター
○講習の種類　６日…甲乙種１類、乙種６類
　　　　　　７日…甲乙種４類
○受付期間　６月１日(火)～６月18日(金)
　　　　　　※定員(各類60人)になり次第締切
○受付場所　社団法人 鹿児島県消防設備安全協会
　　　　　　〒892-0854　鹿児島市長田町１-16
　　　　　　ＮＳビル３階(☎099-226-1780)　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※受験願書及び受講申込書等は、消防本部にあります。
　詳しくは、消防本部予防係またはいちき分遣所
　(☎21-5077)へお問い合わせください。

　農作業の繁忙期に入り、農業用トラクターや農
機具などによる事故が、毎年多発しておりますので、
農機具の点検整備や田・畑への出入りの操作など、
安全性を十分確保し農作業の事故防止に努めまし
ょう。

講 座 名　　　 日　時　　　　　　 内　容
定
員

ポーセラーツ

夏の寄せ植え

アロマテラピー

７/２(金)

10:00～12:00

７/10(土)

10:00～12:00

７/17(土)

10:00～12:00

15
人

15
人

15
人

白磁の皿に花
や祭事などの
プリントを貼
って焼き上げ
ます

涼しげなグリ
ーンで部屋を
演出し暑い夏
を快適に過ご
しましょう

エッセンシャ
ルオイルを使
って自分で手
軽に楽しめる
方法を学びま
す

＜自主グループ生募集＞パッチワーク・アメリ

カンキルト・和裁・切り絵・手描き友禅・袋物・

華道・押し花とポーセラーツ・絵手紙・トール

ペイント・太極拳・ストレッチリズム体操・ヨガ・

フラダンス・フラメンコ・エアロビクス



コイヘルペスウィルス病のまん延防止について

指 定 管 理 者 の 募 集 に つ い て

市県民税の納付方法変更について

安全・安心なリフォーム(増改築等)をサポートします

平成22年度第１回普通救命講習会

甑島航路の運賃改定について

　次の施設を平成23年４月から管理する指定管理

者を募集します。

○募集施 設

　国民宿舎串木野さのさ荘

　(担当課：商工観光課☎33-5638)

○応募資 格

　①法人等の団体であること。（法人格は必ずし

　　も必要ではありませんが、個人での応募はで

　　きません。）

　②その他は募集要領による。

○募集要領配付　６月10日(木)～７月20日(火)

○申請受付　７月12日(月)～７月20日(火)

※募集要領等詳しくは担当課へお問い合わせくだ

　さい。また、市ホームページにも掲載してあり

　ますのでご覧ください。

　65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得

者の方は、年金所得分の所得割もあわせて、給与

から特別徴収できるようになりました。

〇対象となる方　65歳未満で公的年金等に係る所

　　　　　　　　得を有する給与所得者の方

　平成21年度からの「公的年金等の特別徴収制度」

の開始に伴い、制度の対象になっていない４月１

日現在で65歳未満の方は、年金所得分に応じた市

県民税が普通徴収（金融機関窓口での納付書によ

るお支払いか口座引き落し）となり、お勤め先で

の特別徴収（給与引き落し）とは別に納付する制

度となっていました。

　この不便さを解消するため、平成22年度の税制

改正で、給与所得と年金所得等の市県民税を合計

して給与引き落しができるようになりました。

　いちき串木野市安心リフォーム推進協議会では、

高齢者等の方々が安心して頼める工務店の紹介や

リフォーム工事等に関するアドバイスを行なう相

談窓口を設置いたしました。お気軽にご相談くだ

さい。

○対 象 者　①高齢者(満65歳以上)

　　　　　  ②身体障害者

　　　　　  ③要介護(支援)認定者

　　　　　　　※ご本人及び同居するご家族の方

○相談窓口

　市来庁舎　　都市計画課　　　　(☎21-5154)

　　　　　　　地域包括支援ｾﾝﾀ-　(☎21-5172)

　串木野庁舎　土木課分室係　　　(☎33-5679)

　　　　　　　福祉課　　　　　　(☎33-5618)

　　　　　　　健康増進課　　　　(☎33-5673)

○日　時　７月４日(日）  9：00～12：00
　　　　　（受付　8：30～8：50）
○場　所　いちき串木野市消防本部　会議室
○定　員　30人（定員になり次第締切）
○対象者　中学生以上の方
○受講料　無料
○申込み　６月30日(水)までに消防本部へ住所、
　　　　　氏名等をお知らせください。なお、当
　　　　　日の申し込みはできません。

　甑島航路に就航しているフェリーニューこしき
１等運賃と高速船シーホークの座席指定運賃が６
月１日から11月30日までの６か月間、試験的に運
賃改定されます。
【フェリーニューこしき】旅客運賃
　１等室の名称を２等指定室に変更

【高速船シーホーク】旅客運賃

　コイヘルペスウィルス病のまん延防止のため、
漁業法の規定に基づく委員会指示が出されました。
　次の河川で採捕したコイは他の河川、沼などに
放流されないようお願いいたします。
○対象河川　川内川水系の鹿児島県区域の本流、支流
　　　　　　　(芹ヶ野川、金山山川、藤沢川)
　　　　　　八房川水系の本流及び支流
　　　　　　　(熊谷川、鹿丸川、二俣川、広野川、　
　　　　　　　福ヶ野川)
○指示の期間　平成23年３月31日まで
○問 合 せ　鹿児島県内水面漁場管理委員会事務局
　　　　　　(☎099-286-3428)
※人には感染しませんので、感染したコイを食べ
　ても人体に影響はありません。

現　行　　　　　　　 変更後

１等室 4,000円 3,000円
２　等
指定室

２等室は2，000円のまま変更無し

甑島
島内
間

甑島島内間の２等指定室料金は一律500円
となります。
２等指定室運賃＝
　　島内間２等室運賃＋２等指定室料金500円

串木野
～甑島
各港

300円

串木野
～甑島
各港

現　行　　　　　　　 変更後

高　　速
旅客運賃

座　　席
指定料金

3,610円

510円

甑島島内間の座席指定料金は一律150円と
なります。
座席指定利用運賃＝　
　　島内間高速旅客運賃＋座席指定料金150円

3,610円のまま
変更なし

甑島
島内
間



子ども手当現況届の提出について がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内

マ ラ リ ア 撲 滅 運 動 の お 知 ら せ

　子ども手当を６月10日に受給予定の方は、６月

中に『現況届』を提出しなければなりません。

○現況届が必要な方・・・児童手当から子ども手

　当に自動移行した方（０歳から中学１年生のお

　子さんをお持ちの受給者）

○現況届が不要な方・・・①中学２年生、中学３

　年生のお子さんをお持ちで４月１日以降、申請

　をされた方　　

　②４月１日以降、子ども手当の申請をされた方

　この届は、６月１日における状況を記載し、子

ども手当を引き続き受ける要件があるかどうかを

確認するためのものです。

　この届の提出がなければ、６月分以降の手当が

受けられなくなりますので、必ず６月30日までに、

市民課市民係(串木野庁舎・市来庁舎)に提出して

ください。

○持参するもの

　はがき(６月初旬に市民課から対象者へ送付）、

　印鑑、年金加入証明書または健康保険被保険者

　証(厚生年金加入者のみ)

・現況届の用紙は、市民課(串木野庁舎・市来庁舎)

　にあります。

◎また、次のような受給者の方は、提出時に必要

　な書類があります。

・いちき串木野市外に別居監護しているお子さん

　がいる方・・・対象のお子さんがいる世帯全員

　の住民票

※ご不明な点は、市民課へお問い合わせください。

　串木野青年会議所では国際支援事業としてマラ

リア撲滅運動「蚊帳を送ってアフリカに笑顔を！」

に取り組んでいます。また、共に取り組んでいた

だける地域の皆様を募集しています。

○問合せ （社）串木野青年会議所　 ☎32-1315

　　　　　http://www2.synapse.ne.jp/kushikino-jc/

○事業の概要

　がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼ

す恐れのある区域に建っている危険住宅を安全な

場所へ移転を促進するための助成制度です。

　移転に際し、危険住宅の撤去費用(限度額あり)

と新たな住宅の建設・購入のための金融機関から

融資を受けた借入金の利子相当額(限度額あり)を

補助金として交付します。

○対象住宅

　高さ2.0ｍ以上、角度30度以上のがけ上・がけ

下にあり、昭和46年８月31日以前に建設された、

現在も居住している住宅です。

○申込期限　６月30日(水)

　詳細について、また対象となるかどうかはお問

い合わせください。

○マラリアは死亡率の高い感染症で、毎年100

　万人の尊い命が失われています。その多くは

　５歳以下の幼い子どもたちです。感染を防ぐ

　最も効果的な対策として、国連が推奨する殺

　虫効果のある蚊帳（1,000円）の中で就寝す

　ることが有効であると実証されています。こ

　の蚊帳を普及させることで多くの命を救うこ

　とができます。

【付加年金とは･･】

　自営業者など国民年金の第１号被保険者(任

意加入被保険者も可)を対象に、国民年金の保

険料に加えて、付加保険料を納めることで受け

取る年金を付加年金といいます。月400円の付

加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた

月数」で計算された年金が受けられます。

　また、老齢基礎年金の繰上げ支給または繰下

げ支給を受けた場合は、付加年金の支給もそれ

に合わせて、繰上げまたは繰下げられます。

　繰上げまたは繰下げが行われた付加年金の額

は、年齢に応じて、老齢基礎年金と同じ割合で

減額、または増額された額になります。

　なお、付加年金には物価スライドはなく、国

民年金基金に加入している人は付加年金に加入

できません。

○支給される年金額

　付加年金の年金額は、次の式によって計算さ

れます。

　　　200円×付加年金料を納めた月数

　したがって、40年間付加保険料を納付した人

には、次の年金額が支給されます。

(老齢基礎年金額)　(付加年金の額)

　　792,100円　＋　200円×480月 =888,100円

※ 詳しいことは、川内年金事務所または市

　 役所年金担当までお問い合わせください。

　　川内年金事務所　　　☎22-5276

　　市民相談係年金担当　☎33-5612



●「隣の屋根工事のために足場を借りたい」

　と、相手の善意を利用して勧誘のきっか

　けをつくり「屋根が傷んでいる」「雨漏

　りがする」などと不安にさせ、契約をさ

　せる手口です。

●本当に必要な工事かをよく考え、業者に

　言われるままその場で契約しないように

　しましょう。

●他にも、契約や訪問販売などで心配事や

　困った事があるときは、鹿児島県消費生

　活センター(☎099-224-0999)または、市

　役所消費生活相談窓口(☎33-5638)までご

　連絡ください。

問合せ  いちき串木野地区防犯協会（いちき串木野警察署内）☎33-0110

振り込め詐欺は自分とは無関係だと思っていませんか？

振 り 込 め 詐 欺 被 害 防 止 ！

　振り込め詐欺は、全国的には認知件数、被害総額ともに減少している中にあって、本県において

は平成 21年中104件(被害総額１億６千万円)を認知し、全国で唯一、認知件数、被害総額が増加し

ています。中でも、架空請求詐欺と融資保証金詐欺が全体の88％を占めています。

　最近、振り込め詐欺の相談等の多いものは

　　○民事訴訟裁判通達書というハガキが届いた

　　○融資の前に保証金が必要と言われた

　　○携帯電話の番号が変わったと言われた

　　○現金をレターパック(旧エクスパック)やポスパケットで送るよう言われた　　　　　　　　　　　　

　などであり、これらが代表的な手口です。

※不審者または不審な電話(メール)等があったら110番通報か最寄りの警察署等へ相談しましょう。
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